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申請・
問い合わせ 倉敷市商工課 倉敷市西中新田640番地

〒710-8565

倉敷市副業人材活用支援補助金

倉敷市 副業人材

実績報告締切は令和７年３月2１日です。報告締切日までに終了し、
かかる経費の支払いも完了する事業が補助対象です。

補助対象経費

※マッチングした副業人材に支払う経費（給与、報酬、委託料）は対象外

対象者

※本社機能を有する事業所又は登記上の本店所在地で事業実態がある事業所

申請締切

（ 1事業者1回限り）

副業人材

副業人材活用支援補助金とは

副業人材マッチングサービスとは

補助金額

副業人材とは



補 助 金 の 申 請 要 件 等

申請の前に

● 対象者（１ページ参照）で次の全ての項目に該当する場合は、補助金を申請いただけます。

主たる事業の業種
中小企業者等

資本金の額 常時使用する従業員数

製造業、建設業、運輸業、その他業種（下3業種除く。） ３億円以下 ３００人以下
卸売業 １億円以下 １００人以下
サービス業 ５千万円以下 １００人以下
小売業 ５千万円以下 ５０人以下

●風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第１項第４号若しくは第５号に規定する風俗営業、同条
第５項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第１３項に規定する接客業務受託営業を行う者
●代表者又は役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第6号に規定する暴力団員又は同条
第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当する者
●事業実施に当たって必要な許認可その他事業実施に当たって必要な関係法令上の規定による要件を欠いている者
●その他補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと市⾧が判断する者

※ 資本金の額又は常時使用する従業員数が下表に定める規模であること。

申請に必要な書類

 交付申請書

 現在事項全部証明書(法人のみ）※

 利用する副業人材マッチングサービスの内容（サービス名、経費など）がわかる資料

 事業概要資料（HPの写し、会社パンフレットなど）

（※）の付いている書類は、発行から３カ月以内の原本を御提出ください

 収支予算書

 住民票(個人事業主のみ）※

 市税納税証明書※

次のいずれにも該当していない方

倉敷市税の滞納がない方

中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者であること

対象事業について、別の補助金の交付を受けないこと

申 請 か ら 交 付 の 流 れ
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★色がついている部分が申請者の手続きです。



よ く あ る ご 質 問

既に副業人材マッチングサービスに登録しており、この度、新たな案件掲載を検討しています。マッチングサービス
の登録料と新たな案件の掲載料のどちらとも補助金の対象となりますか。

.副業人材に直接支払う経費（報酬、給与、委託料等）は補助金の対象になりますか。

.パソコンでのデータ入力作業やDMの配布作業などの案件を掲載したいが、補助金の対象になりますか。

申請年度中に経費の支払いが完了しない場合も補助金の対象になりますか。

副業人材マッチング事業者に支払う取消料、キャンセル料・振込手数料、代引手数料は補助金の対象になりま
すか。

補助金の交付決定後、マッチングサービスを利用しましたが、期間内に副業人材とマッチングしませんでした。それ
でも補助金の対象になりますか。

副業人材マッチング事業者が職業安定法第３０条に規定する 「有料職業紹介事業者」に該当するか、どのよ
うに確認すればよいですか。

補助金の対象となる副業人材マッチングサービスにはどのようなものがありますか。



副 業 人 材 の 活 用 事 例


